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2019年 12月 24日 

各位 

会 社 名 株式会社ジャパンディスプレイ 

代 表 者 名 代表取締役社長兼 CEO 菊岡  稔 

（コード番号：6740 東証一部） 

問 合 せ 先 執行役員 経営企画本部長

兼 ファイナンス本部長 
大河内聡人 

（TEL. 03-6732-8100） 

 

 

第三者委員会設置のお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり第三者委員会を設置することといたしました

ので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．第三者委員会設置の趣旨 

当社は、2019 年 12 月２日付の「特別調査委員会設置のお知らせ」にてお知らせしたとおり、不正

行為を理由に当社が解雇し、刑事告訴した当社管理部門の元従業員（以下「元従業員」といいます。）

から、元従業員が当社在籍時に、当時の経営陣の指示を受けて不適切な会計処理を行っていた旨の通

知を受領したため、外部の専門家を含む特別調査委員会を設置し、元従業員の主張する過年度決算に

おける不適切な会計処理に関する疑義（以下「本件」といいます。）に係る事実関係の有無等について

調査を行ってまいりました。 

当社は、この度、特別調査委員会から、現在までの調査において、過年度に在庫を累計 100億円程

度過大に資産計上し、その後当該過大在庫を全額取り崩していた疑義など、本件について具体的な疑

義が存在することが判明した旨の指摘を受けました。当社は、こうした状況に鑑み、より透明性の高

い枠組みでの調査を行うことが調査に対するステークホルダーの皆様からの信頼性を高め、また、ひ

いては当社が現在進めている資金調達をより速やかに完了させることができうると判断いたしまし

た。 

そこで、当社は、本日、現在の特別調査委員会による調査の枠組みから、日本弁護士連合会の定め

る「企業不祥事における第三者委員会ガイドライン」に準拠して、当社から独立した中立・公正な社

外委員のみで構成される第三者委員会による調査の枠組みへ移行することを決定いたしました。 

第三者委員会の構成については、現在、特別調査委員会の外部委員と協議し、法律・会計分野の専

門家から委員を選定中であり、決定し次第速やかにお知らせいたします。 

 

２．第三者委員会への委嘱事項 

第三者委員会へは、本件に係る事実関係の調査、当社の事業開始時（2012 年４月）から 2019 年

９月までの間における本件に類似する事象の有無の調査等を委嘱する予定ですが、具体的な委嘱事項
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については、選定された委員との協議を踏まえて決定する予定であり、決定し次第速やかにお知らせ

いたします。 

 

３．今後の予定 

当社は、第三者委員会による調査に対して全面的に協力してまいります。第三者委員会による調査

の終了時期は現時点では未定でありますが、調査報告書を受領し次第、速やかに開示いたします。 

また、当社の 2020 年３月期第３四半期の決算発表は、現時点においては 2020 年２月 13 日を予定

しておりますが、変更が生じる場合は速やかにお知らせいたします。 

 

本件につきまして、関係者の皆様には多大なご心配とご迷惑を おかけしておりますことを深くお

詫び申し上げます。信頼回復に向けて最善を尽くしてまいりますので、引き続きご支援を賜りたくお

願い申し上げます。 

 

以 上 


